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介護保険料の
お知らせですWelfareINFORMATION

介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ

■平成 29 年度の介護保険料　　　   　　　　　                            （単位：円）

所得
段階 対象者 割合 年額保険料

１ 非
課
税
世
帯

生活保護の受給者及び老齢福祉年金受給者の人または公的
年金等収入額と合計所得金額の合計額が 80 万円以下の人 基準額×0.45 29,941

２ 公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が 80 万円を超え
120 万円以下の人 基準額×0.75 49,901

３ 公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が 120 万円を超
える人 基準額×0.75 49,901

４ 課
税
世
帯

公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が 80 万円以下の
人 基準額×0.9 59,882

５ 公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が 80 万円を超え
る人 基準額 66,535

６

本
人
課
税

合計所得金額が

120 万円未満の人　 　　　　　 基準額×1.2 79,842
７ 120 万円以上 150 万円未満の人 基準額×1.3 86,496
８ 150 万円以上 190 万円未満の人 基準額×1.4 93,149
９ 190 万円以上 240 万円未満の人 基準額×1.5 99,803
10 240 万円以上 290 万円未満の人 基準額×1.6 106,456
11 290 万円以上 320 万円未満の人 基準額×1.7 113,110
12 320 万円以上 350 万円未満の人 基準額×1.8 119,763
13 350 万円以上 380 万円未満の人 基準額×1.9 126,417
14 380 万円以上 410 万円未満の人 基準額×2.0 133,070
15 410 万円以上 440 万円未満の人 基準額×2.1 139,724
16 440 万円以上の人　 　　　　　 基準額×2.2 146,377

（
本
人
非
課
税
）

夫 69 歳で年金 210 万円の収入…合計所得金額は 90 万円（本人課税）
妻 66 歳で年金 78 万円の収入…合計所得金額は 0 円（本人非課税）

Ａさん夫妻の場合、夫は合計所得金額が90万円となり、所得段階６の保険料となります。妻は非課税
ですが、夫が課税されていますので、所得段階４の保険料となります。

例：Ａさん夫妻

　

平
成
29
年
度
の
介
護
保
険

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以

上
の
人
）
の
介
護
保
険
料
は

平
成
29
年
度
の
市
町
村
民
税

や
所
得
の
状
況
を
も
と
に
計

算
し
ま
す
。
被
保
険
者
へ
は

７
月
下
旬
に
保
険
料
の
決
定

通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　

保
険
料
率
は
昨
年
度
か
ら

変
更
が
な
く
、
市
町
村
民
税

等
の
状
況
に
よ
り
16
段
階
の

所
得
段
階
で
計
算
し
て
い
ま

す
が
、
ご
本
人
や
世
帯
の
市

町
村
民
税
の
課
税
状
況
や
所

得
等
に
変
動
が
あ
る
場
合
は

昨
年
度
の
所
得
段
階
と
変
わ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

介
護
保
険
制
度
で
は
、
特

別
な
事
情
が
な
く
保
険
料
を

滞
納
す
る
と
、
滞
納
期
間
に

応
じ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
際
の
保
険
給
付
が
制

限
さ
れ
ま
す
。
加
入
者
の
皆

さ
ん
か
ら
の
保
険
料
で
成
り

立
っ
て
い
る
制
度
で
す
。
保

険
料
は
き
ち
ん
と
納
め
ま

し
ょ
う
。

●
納
付
方
法　

納
付
方
法

に
は
、
年
金
か
ら
天
引

き
で
納
め
る
場
合
と
納

付
書
、
口
座
振
替
で
納

め
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

口
座
振
替
を
利
用
す
る

と
納
め
忘
れ
も
な
く
安

心
で
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福

祉
人
権
課
高
齢
者
支
援

係
ま
た
は
福
岡
県
介

護
保
険
広
域
連
合
事

業
課
資
格
管
理
係
☎

（
０
９
２
）
６
４
３
局

７
０
５
５
番
ま
で

【
詐
欺
事
件
に
ご
注
意
！
】

介
護
保
険
や
福
祉
関
係

者
を
名
乗
る
詐
欺
事
件
が

多
発
し
て
い
ま
す
。
役
場

や
介
護
保
険
広
域
連
合
か

ら
保
険
料
徴
収
等
で
訪
問

す
る
と
き
は
身
分
証
を
持

参
し
て
い
ま
す
の
で
、
必

ず
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

不
審
に
感
じ
る
場
合
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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税務の
そこが知りたい
役場賦課係☎42局2111番

年金特別
徴収制度の
解説です COMMENTSupport

公的年金などの所得に係る個人住民税（町民税・県民税）は原則、年金からの天引き（特別徴収）
となります。対象者は、翌年度以降の住民税も年金特別徴収が原則となります。

65歳以上の公的年金等所得に係る住民税は

「年金特別徴収」

　年金特別徴収の対象者は、平成 29 年４月１日現在 65 歳以上の公的年金受給者で、前年
中の年金所得に係る住民税の納税義務がある人です。 ただし、「介護保険料が年金から特別
徴収されていない人」「徴収される住民税が対象となる年金の額を超える人」などは対象に
なりません。また、年金特別徴収は本人の希望による選択ができません。

　年金から特別徴収されるのは、公的年金などに係る個人住民税です。給与所得や不動産
所得など、公的年金以外の所得に係る住民税は、給与からの特別徴収または普通徴収（納
付書や口座振替）による納付となります。

　特別徴収を開始する最初の年度は、年税額の２分の１に相当する額を、第１期（６月）・
第２期（８月）に普通徴収（納付書や口座振替）で納付します。残りの２分の１に相当す
る額は、 10 月・12 月・２月の年金から特別徴収となります。

A
答え

A
答え

A
答え

公的年金からの特別徴収の対象者は？ Q
疑問

Q
疑問

Q
疑問

公的年金収入のほかに、給与所得と不動産所得があります。
公的年金以外の所得に係る住民税も年金から特別徴収されるのですか？ 

初めて年金特別徴収となります。納付方法はどのようになりますか？ 

期（月） 納付方法 税額
第１期（平成 29 年６月）

普通徴収（納付書または口座振替）
15,000 円

第２期（平成 29 年８月） 15,000 円
平成 29 年 10 月

特別徴収（年金から天引き）
10,000 円

平成 29 年 12 月 10,000 円
平成 30 年 ２ 月 10,000 円

（例）平成 29 年度の年税額が６万円の場合

～ 年金特別徴収               　　　           　　～AQ＆
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